
ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定  

 

≪総則≫  

目的  

第１条  この規定は、日本産革の魅力を表しているジャパンレザープ

ライドロゴマークを活用したタグ（以下「ＪＬＰタグ」という）の

使用許可における条件、手続き等を定めることによりＪＬＰタグの

使用を推進し、日本産革のブランド力を高めることを目的とする。  

 

ＪＬＰタグの定義他  

第２条  ＪＬＰタグは別図のとおりとする。  

２  ＪＬＰタグに関する権限は、一般社団法人日本タンナーズ協会（以

下「当協会」という）に帰属する。  

３  ＪＬＰタグは当協会が指定する印刷会社のみで発行する。  

 

使用者の資格  

第３条  ＪＬＰタグの使用の資格者は、①日本で発行された化製場許

認可証又は行政機関が発行した製革業者の証明書、②日本国内で排

水処理を適正に行っていることを証明できる書類、③宣誓書などを

提出し、ブランド運営委員会（以下「所管委員会」という）の審査

を経て、許可を得た製革業者のみ（以下「使用者」という）とする。  

 

審査機関  

第４条  前条に基づき設置される所管委員会の委員は、当協会の理事

会で選任され、適正な審査に当たる。  

 

使用対象となる物  

第５条  ＪＬＰタグ使用許可の対象となる物は次の通りとする。  

①使用者の革素材を使用し、かつ、次の条件を使用者の責任の下、

把握できる革製品。  

イ）日本国内で生産する製革業者が「原皮およびウェットブル

ー」から生産した革を１００％使用していること。  

ロ）革製品は日本国内で製造されていること。  

ハ）異素材との併用は可とするが、革素材の使用比率は表面積

の６０％以上であること。  



使用に係る経費  

第６条  ＪＬＰタグの使用に係る経費については、全額使用者の負担

とする。  

 

使用期間  

第７条  ＪＬＰタグの使用許可期間は、許可の決定をした日から２年

間とする。  

２  継続使用を希望する者は、使用期限日までに、ＪＬＰタグ使用許

可申請書（第１号様式）に必要資料を添付して継続使用の申請を当

協会に提出しなければならない。  

 

≪手続≫  

使用許可の申請  

第８条  ＪＬＰタグを使用しようとする者（以下「タグ申請者」とい

う）は、ＪＬＰタグ使用許可申請書（第１号様式）に必要資料を添

付して、当協会に提出しなければならない。  

２  使用許可を受けた者（以下「使用許可者」）のうち、新たに追加さ

れた条件を満たしたい使用許可者は、改訂されたＪＬＰタグ使用許

可申請書（第１号様式）に必要資料を添付して、当協会に提出しな

ければならない。  

 

使用許可の決定  

第９条  当協会へ、前条の使用許可の申請があったときには、所管委

員会が審査の上、速やかに許可の可否を決定する。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は許可しない。  

（１）法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合  

（２）自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用するおそ

れがある場合  

（３）当協会の信用又は品位を害すると認められたとき  

（４）その他許可することを当協会が不適当と認めたとき  

２  当協会は、前項の規定により使用許可を決定したときは、許可番

号を付与し、ＪＬＰタグ使用許可決定通知書（第２号様式）を送付

するとともに当協会指定のＪＬＰタグを発行する印刷会社の連絡先

を伝える。  

３  当協会は、第１項の規定により不許可を決定した場合は、速やか



にタグ申請者に対して、その理由を付して使用不許可通知書（第３

号様式）により通知する。  

 

使用上の遵守事項  

第１０条  前条の規定により使用許可者は次の事項を遵守しなければ

ならない。  

（１）申請内容に沿った適正な使用を行うこと。  

（２）ＪＬＰタグを指定の印刷会社に発注する時は、事前に当協会へ

使用計画書（第４号様式）を提出すること。  

（３）ＪＬＰタグを使用して虚偽行為や悪意を持った行為を行わない

こと。  

（４）使用の権利の譲渡、又は転貸しをしないこと。  

（５）許可無く編集及び改編して異なった形で使用しないこと。  

 

調査  

第１１条  所管委員会は、使用許可者に対して必要に応じＪＬＰタグ

の使用状況の確認調査を実施することができる。  

２  使用許可者は前項に規定する調査の際、求められた資料の提出等

誠実に応じなければならない  

 

使用許可の取り消し  

第１２条  当協会は、使用許可者が、次の各号のいずれかに該当する

ときは警告を行い、改善が見られない場合は使用許可を取り消し、

その旨を当該使用許可者に通知する。  

（１）第１０条の遵守事項に違反したとき。  

（２）偽りの申請その他不正行為によって、使用許可を受けたとき。  

（３）虚偽行為により第三者に損害を与えるような使用をしたとき。  

（４）許可期間を過ぎても使用しているとき。  

（５）その他当協会もしくは所管委員会が適当でないと認めたとき。  

２  前項の規定により使用許可の決定を取り消したときは、使用許可

取り消し通知書（第５号様式）により、当該使用許可者に通知する。  

 

罰則  

第１３条  当協会は、前条第 2 項に該当する違反者に対して、ＪＬＰ

タグの回収を求めることがある。また、通知日から３年間の使用許



可申請の禁止及び当協会ホームページにて違反者の社名と代表者名

を１年間公示する。  

 

その他  

第１４条  ＪＬＰタグの使用に起因する問題が生じた場合は、許可使

用者が速やかに対処するものとし、当協会は一切の責任を負わない。 

 

第１５条  この規定に定めるもののほか使用・管理につき必要な事項

又は疑義が生じた事項については関係者と協議のうえ、決定する。  

 

附則  

・平成２６年６月２３日開始。  

・平成２６年１１月２７日改訂。  

別図：ＪＬＰタグ仕様の裏面に文章を追加  

別図：テキスト部分拡大を追加  

・平成２７年６月９日改訂。  

別図：ＪＬＰタグ仕様（小サイズ）を追加  

  ＪＬＰタグ使用計画書：小サイズ用の記入欄を追加  

・平成２７年１１月３０日改訂。  

《総則》使用者の資格  

第３条の文章にある「③宣誓書を提出」を「③宣誓書などを提出」に変更  

《総則》使用対象となる物  

第５条①イ）の文章「原皮」を「原皮及びウェットブルー」へと変更  

《総則》使用期間  

  第７条２項を追記  

 《手続き》使用許可の申請  

第８条２項を追記  

 《様式１》  

  継続・追加の申請を追記。提出書類④追加  

・平成２８年４月２８日改訂  

 《総則》使用対象となる物  

 第５条①ハ）の文章「革製品を製造するメーカーは日本国内に本社がある

こととするが、工場は国内外を問わない。但し、タグの取り付けや封入作業

などは日本国内で行うこと」を、ロ）「革製品は日本国内で製造されている

こと」へと変更。  



別図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＰＡＮ  ＬＥＡＴＨＥＲ  

 タンナーと呼ばれる職人がいる。それは「皮」から素材としての「革」を

生みだす者たち。日本独自の気候によって磨かれた彼らの繊細な技術と感性

にしかつくれない革がある。強く、美しく、手にした人の一生ものになって

いくもの。それがＪＡＰＡＮ  ＬＥＡＴＨＥＲ。このタグは、日本のタンナー

が丹念につくりあげ、日本タンナーズ協会によって認証された革のみにつけ

られる。品質と誇りの証である。  

テキスト部分拡大  

（大サイズ）  

（小サイズ）  



様式第１号（第８条関係）  

    年    月    日  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  喜田  邦男  様  

住  所  

（申請者）名  称  

役職 ･代表者氏名          ○印  

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可（新規・継続・追加）申請書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第８条により同タグを使

用したいので、次ページの文章に同意のうえ署名し、提出書類一式を添えて申

請します。  

 

提出書類  

 

①  日本で発行された化製場許認可証の写し  

または、行政機関が発行した製革業者の証明書の写し  

②  日本国内で排水処理を適正に行っていることを証明

できる書類（直近３カ月以内の下水道料金領収書の写

し）  

③  宣誓書  

④  他社が生産したウェットブルーを使用している場合

に必要な資料  

連  絡  先  

担当者名：  

電話番号：          FAX：  

E-MAIL：  

次ページに続く  

 



提出書類③  

（一社）日本タンナーズ協会  

会 長 喜田 邦男 様 

 

宣  誓  書  

 

本タグを使用するにあたって日本の革の生産者とし

てのプライドを持ちながら社会的責任を果たすことに

努め、消費者に「日本産の革は良いもの」という日本

産の革に対する評価を高めていくことを目指します。  

ブランドイメージの確立や社会的・経済的地位の向

上を目指し、ジャパンレザープライドタグの使用に関

する規定を遵守するとともに、ブランドイメージ向上

に誠心誠意努めていくことをここに誓います。  

    年  月  日  

 

自 署：               ㊞ 

 



提出書類④  

他社が生産したウェットブルーを使用している場合に 

必要な資料  

 

□Ａ．日本国内のタンナーが生産  

①  生産先が、取得している化製場許認可証の写し、または、行

政機関が発行した製革業者の証明書の写し  

②  生産先が、排水処理を適正に行っていることを証明できる書

類（生産先が支払っている直近３カ月以内の下水道料金領収書の

写し）  

□Ｂ．海外のタンナーが生産  

生産先（国名とタンナー名）を下記に明記し、その生産者が適

正に排水処理を行っていることを証明できる書類や資料をさらに

追加して提出します。  

   

・                       

 

  ・                       

 

  ・                       

 

  ・                       

 

 

ウェットブルーの生産先（※申請時）について、該当する資料を提出

します。  

     年    月    日  

 

自署：             ㊞ 



様式第２号（第９条関係）  

    年    月    日  

住  所  

名  称  

役職・代表者氏名            様  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  喜田  邦男  

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可決定通知書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第９条２項により、○

○年〇月〇日付で新規申請（継続申請・追加申請）のありました件につい

て、使用の許可を決定しましたので通知します。また、許可番号は「〇〇

〇〇〇〇〇号」とします。  

なお、使用にあたってはジャパンレザープライドタグの使用に関する規

定を遵守のうえ下記の点に留意してください。  

①  使用期間は使用許可決定日の○年〇月〇日から○年○月○日までの２

年間です。  

②  使用に関する権利を他人に譲渡、転貸しすることはできません。  

③  使用に起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処する責

任を負うものとし、一般社団法人日本タンナーズ協会（以下「当協会」

という）は一切の責任を負いません。  

④  申請書の記載内容に虚偽があった場合及び不正な利用等が認められた

場合に、使用者に対し是正を求めるための警告を行います。  

⑤  使用者が上記の警告に応じない場合は、使用許可の取り消しその他必

要な措置をとる場合があります。  

⑥  使用許可が取り消されたときは使用許可取り消しの日から利用するこ

とはできませんので、使用中のタグの回収を求めることがあります。ま

た、取り消しにより使用者に生じた損害について、当協会は一切の責任

を負いません。  

⑦  タグの適切な使用を図るため、使用の状況等について報告を求め、又

は必要な調査を行うことがあります。  

⑧  ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定は、必要に応じて変

更することがあります。  



様式第３号（第９条関係）  

    年    月    日  

住  所  

名  称  

役職・代表者氏名             様  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  喜田  邦男  

 

ジャパンレザープライドタグ使用不許可通知書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第９条３項の規定によ

り、○○年〇月〇日付で申請のありました件について、審査の結果、下記

の理由により不許可となりましたので通知します。  

 

記 

 

 

不許可の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上  



様式第４号（第１０条関係）  

    年    月    日  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  喜田  邦男  様  

住  所                

（使用許可者）名  称                

役職・代表者氏名         ○印  

 

ジャパンレザープライドタグ使用計画書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第１０条によりジャパン

レザープライドタグ使用計画書を提出します。  

総予定枚数：計          枚 

大サイズ       枚  

小サイズ       枚  

 

配布先 製品名 
サイズ 

(大･小 ) 予定枚数  

    

    

    

    

    

    

 

※欄内に書ききれない場合はコピーしてお使いください。  



様式第５号（第１２条関係）  

    年    月    日  

住  所  

名  称  

役職・代表者氏名            様  

（一社）日本タンナーズ協会  

会  長  喜田  邦男  

 

ジャパンレザープライドタグ使用許可取り消し通知書  

 

ジャパンレザープライドタグの使用に関する規定第１２条２項により、

○○年〇月〇日付第〇号で許可したジャパンレザープライドタグの使用に

ついて、警告後の改善がありませんでしたので、検討の結果、下記の理由

により許可を取り消したことを通知します。なお、同規定第１３条のとお

り、下記の罰則処置を行います。  

 

記 

 

 

１．取り消し理由  

 

 

 

 

 

 

２．罰則処置  

 

   

 

 

以上  


